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麦・大豆国産化プラン
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別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

・小麦の現状と課題については、年々新規生産者の増加・面積拡大に伴い生産量が増加している中、ＪＡグリーン長野
管内の乾燥調製については、大型農家に委託している。そのため生産量の増加に伴い、乾燥調整作業が委託農家の
負担となり、次年度の小麦の栽培に播種遅れ・収量減等の影響が出ており、裏作の大豆の適期播種・収量減・品質低
下にも影響していることが課題になっている。
本補助事業を有効利用して、乾燥調製施設を導入することにより、早期に乾燥調整作業を実施し、時期作物作付けへ
スムーズな作業を行い安定生産につなげる。生産面では、難防除雑草・湿害による、反収の低下また、タンパク値の低
下が課題となっている。そのため長野農業農村支援センターの協力により、難防除雑草対策（除草剤の検討・石灰窒素
利用等）、湿害対策（ハーフソイラー・サイドリッジャ等）、適正追肥、全基肥料の開発等により増収、品質向上対策を
図っている。
・コスト削減については、現状、乾燥作業の一部と調整作業については委託しており、今回の乾燥調製施設（機械等）を
導入することにより、生産コスト46.6％の削減につながり経営の安定が図られる。
・担い手への農地の集積が急速に進み、1農家あたりの作業面積が拡大することにより、適期作業の逸失等が起こり、
単収低下を引き起こしている。そのためスマート農業の導入、や団地化等の推進をしていく。



２．産地と実需者との連携方針
・小麦については、農家がＪＡグリーン長野へ出荷し、その9割以上をＪＡ全農長野へ委託販売している。ＪＡ全農長野より実需
者である柄木田製粉株式会社へ小麦を卸し、製品化している。本地域で生産している品種ハナマンテンは、全量（323トン）が
加工用として、県内の製粉企業に販売されている。実需からは国産小麦の増産要望があるが、生産量が満たしておらず増産
を図る必要がある。令和5年産より秋播き性が高く、実需の増産要望の大きい新品種のハナチカラへの切り替えを実施する。
合わせて、実需より要望のある品種のしゅんようの生産も取り組む。
・令和4年産小麦のＪＡ全農長野の販売予定数量6,895tに対し実需者の購入希望数量は7,289ｔと▲394ｔのミスマッチ数量と
なっている。営農生産組合T.Tファームと連携し、長野市農業公社を通じ長野県農地中間管理機構を利用し小麦面積拡大に
より、松代・若穂地区を中心に栽培面積を50haに拡大し（令和5年産については、31.5ha播種済）生産量47tから175tを目指し、
実需者とのミスマッチを解消する。

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割


